
令和元年１０月１６日 

 報道関係者各位 

 

                                    

福井県教育庁教育政策課  

福井県教育庁義務教育課  

 

弁護士を活用した「いじめ予防授業」における実施校への取材について 

 

 みだしのことについて取材を希望される場合は、下記のことに留意いただき、

授業の円滑な実施に御協力いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 実施日 令和元年１０月２４日（木）  

 

２ 実施校 福井市宝永小学校 

   校 長 名：吉田 和美（※吉は土に口） 

   住  所：〒９１０－０００３ 福井市松本３－１５－１ 

   電話番号：０７７６－２０－５１２２ 

 

３ 取材時間 １３時１０分頃～１４時００分頃  

        ※時間厳守でお願いします。 

 

４ 取材場所 多目的室（２階） 

 

５ 留意事項 

○取材を希望する場合は、１０月１８日（金）１５時までに、福井県教育庁義

務教育課（海道）に連絡してください。 

○本授業について実施校および福井市教育委員会への問い合わせは遠慮して

ください。 

○報道にあたって、学校名は「福井市宝永小学校」としてください。 

○お車の場合は、学校の駐車場ではなく、福井合同庁舎に駐車してください。

周辺での路上駐車は遠慮してください。 

○校舎への出入りは校舎北側出入り口（インターフォンあり）を利用してくだ

さい。受付後は指定された控え室（図工室）で、義務教育課担当から案内が



あるまで待機してください、 

○控え室および取材場所となる多目的室以外への立ち入りはお断りします。ま

た、取材時には自社腕章等を着用してください。 

○控え室と多目的室間の移動中は、他のクラスや学年の授業の妨げとならない

ような配慮をお願いします。 

○電源は用意されておりません。校舎内の電源も使用しないでください。 

○多目的室には十分な空きスペースがないので、撮影用の大きな照明機材等の

使用は控えてください。 

○学校関係者や児童等に対するインタビュー等の取材については、後の諸活動

を考慮して、定められている時間内にお願いします。 

○カメラ撮りおよび写真撮影については、次のことに注意してください。 

・撮影は原則、教室の後方からとしてください。 

・児童や教職員等の様子を撮影することは可能ですが、顔を大きく写さない、

名札を写さない等、個人が特定されることがないよう、配慮をお願いします。 

・多目的室内の掲示物等の撮影にも配慮してください。 

○撮影後は、義務教育課担当から退出の案内がありますので、従ってください。 

○放課後に教員対象の研究会を実施しますが、取材は授業のみとします。 

 

 

 

【本件の連絡先】 

福井県教育庁義務教育課 

  参事 海道 

  生徒指導・同和教育Ｇ 木村 

      ＴＥＬ 0776-20-0574 

      ＦＡＸ 0776-20-0671 


